
 

 

 

 

令和４年度 
 

 

 

 

予 算 編 成 の 考 え 方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 谷 市 
 





1 
 

令和４年度予算編成の考え方 
 
１ 国の動向 

本年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」

では、基礎的財政収支（プライマリー・バランス）の黒字化の目標年度を

２０２５年度とする方針を堅持したうえで、社会保障関係費は高齢化に伴

う増加相当分に抑制することとした。 

この方針を踏まえ、財務大臣は、「令和４年度予算の概算要求に当た

っての基本的な方針について」において、年金･医療等に係る経費は高

齢化に伴う自然増の範囲で、義務的経費等については、前年度当初予

算の額の範囲内で、それ以外の経費については、前年度当初予算額の

１００分の９０の範囲内で要求することとして抑制を図っている。また、次

なる時代をリードする新たな成長の源泉としての、グリーン社会の実現、

官民挙げたデジタル化の加速、日本全体を元気にする活力ある地方創

り、少子化の克服、子どもを産み育てやすい社会の実現のための分野

に対しては、重点的な資源配分を行うこととしている。 

国は平成２３年度を起点として、１０年後に国と地方を通じた基礎的財

政収支の黒字化を目指すとして、赤字を減少させる目標を立てて、消費

税率の引上げ等税制抜本改革を実現するよう社会保障･税一体改革を

セットとして財政再建を目標に据えていた。結果としては、経済成長が目

標に届かず税収の伸びが想定以下であったり、消費税率引上げ時期の

延長や補正予算による財政出動の影響などから黒字化目標年度は先

送りされ、現在においても重い課題のままである。また、現在の財政状

況については、国は新型コロナウイルス感染症に関わる様々な対策を

実施し、令和２年度では、３度の補正予算を組み、過去に例のない規模

の国債を追加発行して財政出動をしてきた。その結果、普通国債残高

は、累増の一途をたどっている状況である。 
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このような実態の中、来年度の地方財政に対しては、国は前年度の

地方財政計画の水準を確保するとしており、８月末に総務省から発表さ

れた令和４年度地方財政収支の仮試算（概算要求時）によると、地方税

総額は、前年度と比較し５．４％増として見積もっている。しかし、新型コ

ロナウイルス感染症の収束時期は見通せず、この感染症の地域経済に

対する打撃を鑑みれば、来年度、確実な税収入の回復は未だ不透明と

言わざるを得ず、地方における経済を下振れさせるリスクがある中、本

市の財政運営への影響が懸念されることには変わりはない。 

 

２ 本市の財政状況と今後の動向 

令和２年度決算では、歳入において、令和元年１０月からの法人市民

税の税率引下げの影響に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を大

きく受けた企業業績の悪化や徴収猶予等により減収になったことなどで、

市税全体で、前年度と比べ約１０億円の減収となるなど感染症による影

響を大きく受けた一方、新型コロナウイルス感染症関連の交付金など国

庫支出金が増加するとともに、令和元年１０月からの消費税率の引上げ

に伴う地方消費税交付金が増加するなど、総じて市政運営に必要な財

源を確保することができた。 

一方、歳出においては、新型コロナウイルス感染症対策について機

動的に予算措置を行い、また変化する医療、福祉、子ども子育て等の社

会保障関連経費に対応した上、来年度への繰越金を確保するなど健全

財政を維持することができた。 

来年度の財政運営の見通しとして、経済財政諮問会議ではワクチン

接種率の向上や世界経済の回復に伴い、本格的な経済回復を見込ん

でいる。しかし、接種の進んでいる欧米諸国等の現状をみると、ワクチン

接種が進捗しても、感染者数が増加に転じる国もみられ、収束時期の不

透明さが懸念される。 
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したがって、経済活動の通常化には引き続き時間を要することも考え

られるため、税収の減収状況が継続する可能性を含みつつ、景気等の

動向を注視していく必要がある。 

 

３ 令和４年度予算編成の考え方 

令和４年度の予算編成は、前述してきた国の動向や本市の財政状況

を踏まえて、前例にとらわれずに歳出全般にわたり徹底した見直しを行

うことにより経費を削減することを前提としつつ、真に市民生活に必要不

可欠な事業や公共施設マネジメントに関わる計画に則った事業などの

必要な経費については、重点的に配分する方針である。 

また、厳しい状況下においても、総合振興計画の実現、総合戦略の

推進を図る中で、真に必要な施策に優先的に配分する方針ではあるが、

費用対効果について、改めて検証、見直しを行った上で、必要に応じ、

既定の実施計画や事務事業の中断等についても、予算査定で検討して

いくこととする。 

さらに、引き続き新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で

はあるが、前述のような国の動向や本市の財政状況を踏まえ、今までど

おり健全財政を維持することを基本とし、新たな展開にも柔軟な対応を

するとともに、将来にわたり持続的に発展するための財政基盤を築いて

いくこととする。  

予算の要求に当たっては、改めて市民から託された税金が財源であ

るという認識の下、常に市民の目線に立ち、市民福祉の向上に資する

施策を見極め、限られた財源を最大限に有効活用することが必要であ

る。 

こうした基本的な考え方を前提に、次に掲げる事項に留意し、令和４

年度予算を編成する。 
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（１） 総合振興計画（基本構想・前期基本計画・実施計画）及び行政 

評価との連携 

事務事業評価及び実施計画（新規事務事業）の立案に対する検討

結果を令和４年度の予算編成に反映することとするが、事務事業評価

で「現状維持」の評価となったものについて、安易に前例踏襲の予算

要求とせず、特に、長期にわたり継続している事業については、改め

て開始時の意義や費用対効果を再検証し、見直しを図られたい。また、

新規に採択された事務事業についても、意義と効果を十分に検証した

上で、創意工夫により、効率的、効果的な実施内容とした予算要求と

されたい。 

 

（２） 総合戦略の推進 

人口減少が進行する中で、引き続き、雇用環境の創出、出産・子育

てしやすい環境づくり及び本市の特性を生かした魅力あるまちづくり

を進め、人口減少に歯止めをかける施策を展開していくことが重要で

ある。令和４年度は第２期総合戦略の中間年となることから、計画を

着実に推進するため、計画に位置付けられた施策に対し、必要度を

考慮し予算配分を行うので、取組内容について今までの実施状況に

おける効果検証を行い、より効果的な施策へと発展させていくよう、創

意工夫を図られたい。 

 

（３） 予算配分上の留意点 

 ア 重点施策に対する重点配分 

各部の重点施策の事業に対して、重点配分を実施する。 

限られた財源の中で、真に必要な施策に財源の重点配分を行う

という主旨を踏まえ、事業内容、要求額を精査し、部内で十分協議、

検討の上、優先度の順位付けをされたい。 
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イ 部単位の配当枠の設定 

部の予算運営の主体性、自律性を高めることを目的に、令和４

年度も引き続き、経常経費の一部について部単位での要求金額

の上限を定めた配当枠を設定することとする。これは、部に設定さ

れた配当額の範囲内において、部の裁量により予算配分を認める

ものであり、部内の経営課題の解決や重点目標を効果的に達成

するために実施するものである。したがって、予算要求に当たって

は、過去の決算の推移を十分に検討し、実績を踏まえた適正な見

積りにより、生み出した財源を真に必要な施策に重点配分するよ

う心掛けられたい。 

 

（４） 公共施設マネジメントとの整合性 

公共施設の在り方については、熊谷市公共施設等総合管理計画

に則り、各所管の個別施設計画に基づいて進めていくこととするが、

既存施設の修繕等が必要な場合は、使用年限等を見定めた上で、経

費が二重投資や過大投資とならないよう、その修繕方法を工夫し、真

に必要なものについて要求されたい。 

 

（５） 国・県支出金等の確認と活用 

衆議院議員選挙を控え、国の政策等の動向を見極めることが難し

い中、国の補正予算に伴う来年度の市予算の前倒しを含め、国・県

の補助制度等に変更が生じてくる可能性がある。各所管においては、

これまで以上に国・県の動向を注視し、正確な情報の収集に努め、

国・県支出金の算定誤りがないよう見積もるとともに、これまで国・県

支出金を受けずに執行している事業については、補助制度等の活用

についてあらゆる角度から模索するなど、積極的な財源確保に努め

られたい。 
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（６） 地方公会計制度の活用 

地方公会計制度の整備により、従来の地方公共団体における会計

制度では困難だったストック情報や現金取引を伴わないコスト情報に

ついて事業単位、施設単位で把握することが可能となった。 

このため、税財源のほか住民等から付託された行政資源に対する

説明責任の面からも、事業運営に当たっては、収益性や費用対効果

の観点から常に事業を検証し経費の節減を図るとともに、収益性の

低い施設、費用対効果の低い事業にあっては、使用料の見直しや事

業の再構築、休廃止について検討されたい。 

 

（７） 各種団体に対する補助金等の見直し、研修会等への参加 

団体等に対する負担金、補助金及び交付金の支出については、透

明性や客観性を確保するとともに、従来からの経緯にとらわれること

なく、監査委員からの指摘事項や市議会における一般質問の状況等

を踏まえ、目的、効果を十分検証した上で、終期の検討を行い、団体

等の自主的運営を促すとともに、剰余金の安易な繰越しや積立てが

ないか経理状況を確認するなど、廃止・縮減に向け検討されたい。 

また、団体等が主催する研修会等への職員の参加については、 

参加による効果を十分精査し、必要最小限の人数で対応されたい。 

 




